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(57)【要約】
　箔状の包装材を備える電極積層体から構成され、包装
材から少なくとも2つの導体が延出している、ガルバニ
電池用のフレームが、電池の製造時に電池の包装材と固
着できるように構成されている。このようなガルバニ電
池の製造において、包装材を密閉するときにフレームが
包装材と固着される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　箔状の包装材を備える電極積層体から実質的になり、前記包装材から少なくとも2つの
導体が延出している、ガルバニ電池用のフレームにおいて、電池の製造時に電池の包装材
と固着できるように構成されていることを特徴とするフレーム。
【請求項２】
　電池の製造時に電池の包装材と材料結合できるように構成されている請求項1に記載の
フレーム。
【請求項３】
　電池の製造時に、更なる物質を追加せずに、電池の包装材と熱封止プロセスによって材
料結合できるように構成されている請求項2に記載のフレーム。
【請求項４】
　電池ブロックの組立て時に、フレームを備える前記電池の面一の位置合わせを助ける構
造を備える請求項1から3のいずれか一項に記載のフレーム。
【請求項５】
　電池ブロックの組立て時に通しボルトを貫入するための開口を有する請求項1から4のい
ずれか一項に記載のフレーム。
【請求項６】
　請求項1から5のいずれか一項に記載のフレームを備えるガルバニ電池。
【請求項７】
　電極積層体が箔状の包装材内に閉じ込められ、前記包装材から少なくとも2つの導体が
延出している、ガルバニ電池を製造する方法において、前記包装材を密閉するときにフレ
ームが前記包装材と固着されることを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記フレームが前記包装材と材料結合される請求項7に記載の方法。
【請求項９】
　前記フレームが、電池の製造時に、更なる物質を追加せずに、熱封止プロセスによって
電池の包装材と材料結合される請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記電池が、フレームの構造によって面一に位置合わせさせられる、請求項4に記載の
フレームを備える複数のガルバニ電池から構成されるブロックを構築する方法。
【請求項１１】
　前記ブロックが、開口を通して電池のフレームに貫入された通しボルトによって安定に
されている、請求項5に記載のフレームを備える複数のガルバニ電池からブロックを組み
立てる方法。
【請求項１２】
　請求項10または11に記載の特徴を有する複数のガルバニ電池から構成されるブロックを
組み立てる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フレームを備えるガルバニ電池およびその製造方法に関する。電気化学的に
有効な内容物が箔状の包装材、例えば両面にプラスチックコーティングを施された薄いア
ルミニウム箔によって取り囲まれ、この包装材を貫通して薄板形状の電気接続線(いわゆ
る「導体」)が延在している、平型で長方形に形成された電池(バッテリ電池や蓄電器など
)が知られている。他の電池構造形態とは異なり、導体が絶縁状態で包装材を貫通して延
在しているので、そのような電池の包装材は電圧を導かない。そのように構成されたバッ
テリ電池は、パウチ型電池またはコーヒーバック型電池とも呼ばれる。
【背景技術】
【０００２】
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　例えば電気自動車やハイブリッド自動車における様々な用途において、多くの場合、個
々のガルバニ電池が直列および/または並列に接続され、付属の電子機器と共に筐体内に
ある。箔で包装されたパウチ型電池は、多くの場合、機械的耐性が非常に高いわけではな
いので、バッテリ筐体に直接組み込むことはできないことが多く、まず適切な支持構造に
よって機械的に安定させなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、ガルバニ電池の使用および取扱いを容易にすること、およびその包装
箔の脆弱性に伴う問題を緩和する、またはできるだけ解決することである。この課題は、
独立請求項のいずれか一項に記載の製造物（Erzeugnis）または方法によって解決される
。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によれば、ガルバニ電池用のフレームが提供される。ここで、電池は、実質的に
電極積層体（Elektrodenstapel）と箔状の包装材とから構成され、包装材から少なくとも
2つの導体が延出している。フレームは、電池の製造時に電池の包装材と固着（fest verb
inden）できるように構成されている。本発明によるガルバニ電池の製造方法では、包装
材を密閉するときにフレームが包装材と固着される。
【０００５】
　以下、本発明のさらなる説明で使用するいくつかの概念を説明する。
【０００６】
　概念「電極積層体」は、任意の構造のガルバニ電池の電気化学的に有効な内容物を表す
ものとして使用する。それに対し、電池の「包装材」は、電極積層体を環境から隔離する
、電気化学反応に関与しない材料を意味する。
【０００７】
　これに関連して「箔状の包装材」というとき、それは、好ましくは少ない材料使用量で
電極積層体を周囲から有効に遮蔽し隔離するという目的を満たす、あらゆる種類の包装材
または外被（Einschluessen）を意味するものとする。隔離は、ここでは、物質および電
流の移動を妨げるように作用するものとする。ただしまた、この概念「箔状の包装材」は
、通常の意味での箔のみを含むのではなく、特にプラスチックコーティングを施された金
属箔も含む。
【０００８】
　「導体」とは、本発明の意味では、電池へまたは電池から電荷を移動できるように包装
材を貫通して外に延在する電気導体を意味する。
【０００９】
　本発明の意味での「フレーム」は、環境からの影響に対して電池を機械的に安定させる
のに適し、電池の製造時に電池の包装材と固着できるあらゆる構造的機構を意味するもの
とする。用語の選択が既に示唆するように、フレームは、好ましくは実質的に枠形の機構
であり、実質的にガルバニ電池に機械的安定性を与えることがその役割である。本発明の
有利な変形形態は従属請求項から明らかである。
【００１０】
　以下、本発明を、好ましい例示的実施形態に基づいて図面を用いて、より詳細に説明す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】一体型フレームを備える本発明に係る電池の例示的一実施形態の正面図である。
【図２】同じ例示的実施形態の背面図である。
【図３】この電池の正面分解図である。
【図４】この電池の背面分解図である。



(4) JP 2012-519349 A 2012.8.23

10

20

30

40

50

【図５】フレームが、外方向に延在する包装箔の内面と溶接されている、本発明の一実施
形態を示す図である。
【図６】フレームが包装箔の外面と2つの箔の封止領域内で溶接されている、本発明の一
実施形態を示す図である。
【図７】ガルバニ電池の典型的な包装箔の基本構造を示す図である。
【図８】本発明の例示的一実施形態に係るガルバニ電池から構成される電池ブロックの構
造を示す図である。
【図９】通しボルト用の穴を有するフレームと、フレームの周りに一部折り曲げられて摩
擦接触している導体とを備える本発明の例示的一実施形態に係るガルバニ電池を示す図で
ある。
【図１０】図9に示される電池の分解図である。
【図１１】通しボルトを図示していない、個々の電池から構成される電池ブロックを示す
図である。
【図１２】図11に示す電池ブロックの断面図である。
【図１３】導体が箔の溶接部と平行に延出し摩擦接触している、更なる例示的実施形態に
よる本発明に係る電池を示す図である。
【図１４】図13に示す電池の分解図である。
【図１５】この電池の更なる分解図である。
【図１６】本発明の例示的一実施形態に係るガルバニ電池の様々な断面図および切断見取
り図である。
【図１７】フレーム領域を拡大して示す、本発明の例示的一実施形態に係る電池の断面図
である。
【図１８】図13による電池から構成された電池ブロックを示す図である。
【図１９】図20に示す断面を得るための切断線を説明する切断見取り図、および図16に示
す断面を得るための切断線を説明する更なる切断見取り図である。
【図２０】図18に示す電池ブロックの断面図である。
【図２１】図20の部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、箔状の包装材を備える電極積層体から実質的に構成され、包装材から少なく
とも2つの導体が延出している、ガルバニ電池を基礎とする。本発明によれば、そのよう
なガルバニ電池を、電池の製造時に電池の包装材と固着できるように構成されたフレーム
によって安定させる。本発明のいくつかの実施形態の対応する形態では、バッテリへの取
付け時になって初めて、そのときに行うべきフレームまたは枠との結合によってガルバニ
電池が安定にされるのではなく、電池ブロックへの取付け前に、本発明によるフレームに
よって電池が既に安定しているという利点がある。したがって包装材を密閉するとき既に
フレームが電池と結合されている本発明に係る方法は、電池が既に他の製造工程において
、すなわち電池の充填時、成形時、計画的エージング時、またはいわゆる「グレーディン
グ(grading)」時に機械的な影響から既に保護されているという利点をさらに有する。
【００１３】
　本発明による電池とフレームとの結合を確立するために、用途に応じて、特に例えば接
着などの材料結合法（stoffschluessige Verfahren）または同様の方法が適している。好
ましくは、フレームは熱圧着または熱封止（Heisssiegelung）によって包装箔と結合させ
ることもでき、これは、好ましくは、両方の接合部位（Fuegepartner）間にある熱可塑性
層を部分的に溶融し、続いて圧力をかけながら冷却することによって行われる。包装箔は
、いずれにせよ、そのような結合に適した対応するコーティングを施されていることが多
い。
【００１４】
　概念「熱封止」は、好ましくは熱圧着によって包装材料(例えば複合箔)の熱可塑性溶融
層を結合させる方法を意味する。包装技術において、熱封止は、箔を溶接するための1つ
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の重要な方法である。実質的に以下の2つのタイプに分けられる。
　a)封止ジョー間で加熱ロッドまたは加熱棒を用いる封止(接触封止とも呼ばれる)
　b)インパルス式封止
【００１５】
　第1のタイプにおいては、好ましくは可動の封止ジョーが、加熱されたロッドを支持す
る。好ましくは固定した下側封止ジョーは、封止継ぎ目の凹凸をならすために、弾性材料
から構成される表面を備えていることが多い。この種の封止要素は、袋の製造および密閉
用の多くの市販の機械、ならびに成形機、充填機、および密閉機で使用される。
【００１６】
　封止継ぎ目が非常に長い場合には、封止面全体にわたって一様な圧力を保証するために
、加熱ロッドを非常に正確な寸法で、いかなる誤差もないように加工しなければならない
ことが多い。整然とした封止継ぎ目を実現するために、多くの場合、封止ツールに入れる
前に延伸装置によって箔を平坦にする。別の方法として、鋸状の封止面を有する加熱ロッ
ドを使用することができるが、これは箔に穴を開ける危険がある。
【００１７】
　固定した低温の封止ジョーの弾性表面にはシリコーンゴムが適していることが分かって
いる。この背圧棒材は、わずかに反った形状にされることがよくある。封止プロセスにお
いて、まず封止継ぎ目の中央で圧力が生成され、ツールを閉じるときにこの圧力が縁部に
向かって広がる。それにより最適な封止継ぎ目が生成されることになる。さらに、小さな
液滴があれば封止領域から押し出されるはずである。そのような液滴があれば、水蒸気の
発生によって封止継ぎ目が破壊されてしまう。
【００１８】
　インパルス式封止では、封止棒材の温度は短時間しか維持されず、封止サイクル全体に
わたっては維持されない。必要な熱は、両方の封止ジョーにある2つの小さな抵抗素子に
よって発生させられる。
【００１９】
　封止すべき箔を挟んで封止ツールが閉じるとすぐに、短い電流インパルスによって溶接
が行われる。加熱ロッドによる封止に比べ、熱が作用する時間が短く、余剰の熱はすぐに
排除される。耐熱性材料から構成される薄い絶縁箔でツールの封止面を更に覆って、封止
された材料がくっつかないようにすることができる。
【００２０】
　包装箔をフレームに大面積で結合させることにより、構造に負荷がかかったときに通常
なら発生しやすい機械的応力ピークをほぼ防ぐことができる。フレームへの結合は包装箔
の内面で行うことができ、この内面はポリプロピレンでコーティングされていることが多
い。図5は、フレームと包装箔の内面とのそのような結合を示す。
【００２１】
　本発明の別の実施形態によれば、フレームを包装材の外面と結合することもでき、この
外面はポリアミドでコーティングされていることが多い。本発明のそのような実施形態は
図6に示されている。
【００２２】
　さらに、電池の密閉、すなわち包装箔の両部分の結合と、フレームとの結合とを1つの
作業ステップで行うことが有利である。
【００２３】
　本発明に係るガルバニ電池から構成される電池ブロックの組立てを容易にするために、
フレームに、対応する形状要素（Formelement）、例えば突起部または陥凹部を設けるこ
とが有利であり、したがってそれが好ましい。これらは、対応する形状要素同士が適切に
嵌合することができるように例えばフレームの両面に設けられ、したがって電池の所期の
位置合わせを容易にすることによって電池ブロックの組付けを助ける。
【００２４】
　本発明によるフレームには、適切な箇所に孔または他の開口を設けることが好ましく、
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そこを通して通しボルト（Zuganker）を挿入することができ、これらの通しボルトが電池
ブロックを一体に保持する。
【００２５】
　図1～図4は、本発明の好ましい例示的実施形態を示し、ここで、フレームは好ましくは
プラスチックから形成され、熱圧着によって包装箔の内面と結合されている。この例示的
実施形態では、図5に示すように、フレームと結合された包装箔の半分が他方の半分を取
り囲んで覆う。
【００２６】
　図1は、電池の包装材101と結合された一体型フレーム102を備えるこの例示的実施形態
による電池の斜視図である。包装材から電池の導体103、104が突出している。図2は、同
じ電池を反対側から示す。対応して、参照符号201、参照符号202、および参照符号203;20
4は、電池の包装材、フレーム、および導体を表す。図3は、一体型フレームを備えるこの
電池の分解図を示す。2つの電極束304、305を有する電池頭部と導電接続され、かつ導体3
02、303が取り付けられている電池積層体301が、部分306および部分307を備える包装箔に
よって両側から密閉され、包装箔はフレーム308によって機械的に安定にされている。図4
は、反対側からの対応する分解図を示す。ここでもまた、電極束404、405を有し、導体40
2、403が取り付けられた電極積層体401が、箔状包装材の2つの部分406、407によって包ま
れて封じ込められ、フレーム408によって安定にされている。
【００２７】
　図7は、ガルバニ電池用の典型的な包装箔の基本構造を示す。アルミニウム箔702の一方
の側にポリアミド701がコーティングされ、他方の側にポリプロピレン703がコーティング
されている。当然、別の材料、層、またはコーティングを備える別の箔も可能である。
【００２８】
　図8は、一体型フレームを備える本発明に係るガルバニ電池から構成される電池ブロッ
クの好ましい一実施形態を示す。完成形の電池ブロック801は、組立て段階にある電池ブ
ロック802に、更なる電池、例えば参照符号803を付された電池をフレームと共に追加する
ことによって構成される。電池803は、本来の電池804に導体805、806を取り付けたものか
ら構成され、これがフレーム807と摩擦結合される。電池ブロック全体を安定させるため
に、通しボルト808、809、810、および811が、対応する孔を通してフレームに貫入される
。
【００２９】
　電池の中心合わせまたは位置合わせを容易にする構造、例えば突起部や溝を備えるよう
にフレームが形成されている場合、孔を通した通しボルトの貫入もかなり容易になる。こ
の実施形態では、導体が、重量節減のためフレームの周りに巻き付けられまたは折り曲げ
られ、それによりかさばったコンタクトストリップ（massive Kontaktleiste）が不要に
なる。
【００３０】
　図9は、フレームの周りに導体を巻き付けたそのような電池の詳細図である。電池901は
、フレーム902の周りに巻き付けられた導体904を有する。フレームには、通しボルトを貫
入するための穴903が設けられている。図10は、同じ電池を分解図で示す。図9に示されて
いるものとは異なり、フレーム1002の取付け後に初めて導体1004がフレームの周りで折り
曲げられる。図11は、この実施形態のガルバニ電池から構成される電池ブロックを示す。
【００３１】
　図12は、図11に示す電池ブロックの断面図である。電池1201の電池頭部1202に導体1204
が取り付けられ、導体1204が、フレーム1205の周りで折り曲げられ、隣接する電池の導体
と電気的に接触している。電池1201の反対側の導体は、フレーム1205の周りに折り曲げら
れておらず、したがって、隣接する電池の導体1206から電気的に絶縁され、この導体1206
は、次に隣接する電池の導体と電気的に接触している。このようにして、電池ブロックの
組立て時に、実質的に更なる補助手段なしで、導体の所期の電気的接続を達成することが
できる。
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【００３２】
　図13に示す本発明の実施形態は、更に小さい空間しか必要としない。電池1301の導体13
04は、溶接部と平行に包装材から延出して摩擦接触している。フレーム1302は、通しボル
トの貫入用の孔1303を有する。図14はこの実施形態の分解図を示す。電池1401の包装材は
、その隅に、フレーム1402との熱圧着に適した特別な平面1405を有する。この場合、電池
の導体1404は、自動的に所期の接触が成されるように配置される。さらに、電池の包装材
の隅に、通しボルトの貫入用の穴1406を設けることができ、これらは、フレーム1402の対
応する開口1403と位置をぴったり重ね合わせて配置されている。図15は、この例示的実施
形態の分解図を示す。導体1502、1503を備える電極積層体1501が、包装材の上側部分1506
と、フレーム1508と、包装材の下側部分1507との間に封じ込められる。包装材の上側部分
および下側部分は、図15に示される形状要素を備え、これらの形状要素は、導体が自動的
に所期通りに接触するように助ける。
【００３３】
　図16は、図19の下側に示したガルバニ電池の３つの異なる切断面16a、16b、および16c
を示す。ここで、図16aは、線1907に沿った切断線による断面を示し、図16bは、線1906に
沿った切断線による断面を示し、図16cは、線1905に沿った切断線による断面を示す。図1
6aは、電池頭部1602および電池頭部1603を備える電池積層体1601を示し、図16bは、フレ
ーム1604を通る開口1605を示し、図16cは、電池を通る、図16aに垂直に延在する断面を示
す。
【００３４】
　図17は、本発明のこの例示的実施形態のフレーム領域の拡大断面図である。電池1701の
包装箔の両部分1702、1703と結合されたフレーム1704が図示されている。図18は、本発明
のこの実施形態に係る電池から構成される電池積層体を示す。図20は、図19の上側に示し
た切断線による電池ブロックの断面を示す。図21は、この断面図の一部の拡大図であり、
本発明のこの実施形態では空間が更に効率的に使用されることが図20よりも明瞭に見て取
れる。図21の上側に見られる、隣接する電池の導体2108と電気的に接触する導体2107の特
別な形態により、ほぼ隙間のない電池ブロック構造が可能になる。電池積層体2104と、包
装材の下部2105と、包装材の上部2106と、開口2102を有するフレーム2101およびフレーム
2103が認められる。
【符号の説明】
【００３５】
　　101　包装材
　　102　一体型フレーム
　　103、104　導体
　　201　包装材
　　202　フレーム
　　203、204　導体
　　301　電池積層体
　　302、303　導体
　　304、305　電極束
　　306、307　包装箔の部分
　　308　フレーム
　　701　ポリアミド
　　702　アルミニウム箔
　　703　ポリプロピレン
　　801　完成形の電池ブロック
　　802　組立て段階にある電池ブロック
　　803　電池
　　804　本来の電池
　　805、806　導体
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　　807　フレーム
　　808、809、810、811　通しボルト
　　901　電池
　　902　フレーム
　　903　穴
　　904　導体
　　1201　電池
　　1202　電池頭部
　　1204　導体
　　1205　フレーム
　　1206　導体
　　1301　電池
　　1302　フレーム
　　1303　孔
　　1304　導体
　　1701　電池
　　1702、1703　包装箔の部分
　　1704　フレーム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６ａ】

【図１６ｂ】 【図１６ｃ】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】

【手続補正書】
【提出日】平成23年10月27日(2011.10.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　箔状の包装材を備える電極積層体から実質的に構成され、前記包装材から少なくとも2
つの導体が延出し、更にフレーム(902)を備え、前記フレーム(902)が、前記包装材の密閉
時に前記電池の前記包装材と固着されるガルバニ電池(901)において、
　a)少なくとも1つの導体(904)が、前記電池から構成されるブロックの組立て時に、隣接
する電池の導体と電気的に接触するように前記フレームの周りに巻き付けられている、ま
たは折り曲げられていること、および
　b)少なくとも1つの別の導体が、前記フレームの周りに巻き付けられていない、または
折り曲げられていないこと
　を特徴とするガルバニ電池(901)。
【請求項２】
　前記包装材の密閉時に前記電池の前記包装材と材料結合できるように構成されている請
求項1に記載のガルバニ電池用のフレーム。
【請求項３】
　前記包装材の密閉時に、更なる物質を追加せずに、電池の包装材と熱封止プロセスによ
って材料結合できるように構成されている請求項2に記載のフレーム。
【請求項４】
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　電池ブロックの組立て時に、フレームを備える前記電池の面一の位置合わせを助ける構
造を備える請求項2または3に記載のフレーム。
【請求項５】
　電池ブロックの組立て時に通しボルトを貫入するための開口を有する請求項2から4のい
ずれか一項に記載のフレーム。
【請求項６】
　請求項2から5のいずれか一項に記載のフレームを備えるガルバニ電池。
【請求項７】
　電極積層体が箔状の包装材内に閉じ込められ、前記包装材から少なくとも2つの導体が
延出している請求項1または6のいずれか一項に記載のガルバニ電池の製造方法において、
　前記包装材の密閉時に、フレームが前記包装材と固着されること、および前記導体(100
4)の少なくとも1つが、前記フレーム(1002)の取付け後に前記フレームの周りに折り曲げ
られることを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記フレームが前記包装材と材料結合される請求項7に記載の方法。
【請求項９】
　前記フレームが、電池の製造時に、更なる物質を追加せずに、熱封止プロセスによって
電池の包装材と材料結合される請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　請求項2から5のいずれか一項に記載のフレームを備える請求項1または6に記載の複数の
ガルバニ電池から構成されるブロックを組み立てる方法であって、前記電池が、前記フレ
ームの構造によって面一に位置合わせさせられる方法。
【請求項１１】
　前記ブロックが、開口を通して電池のフレームに貫入された通しボルトによって安定に
されている、請求項5に記載のフレームを備える請求項1または6のいずれか一項に記載の
複数のガルバニ電池からブロックを組み立てる方法。
【請求項１２】
　請求項10または11に記載の特徴を有する請求項1または6のいずれか1項に記載の複数の
ガルバニ電池から構成されるブロックを組み立てる方法。
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